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会員規約 

システムと注意事項について 

 

クラブ会員規約 

第 1 条（名称） 

F.challenge ソフトテニスクラブ（以下、当クラブ）と称する。 

第 2 条（目的） 

当クラブは、ソフトテニスを通して会員の健康の維持、増進を図り会員相互の交流及び親睦

を深め、地域スポーツ文化の普及・発展・競技力向上・選手育成を目的とします。 

第 3 条（運営） 

当クラブは、F.challenge が運営管理するものとし、会員は、本規約、クラブが定める細則、

利用規定に従わなければならない。 

第 4 条（入会手続き） 

・所定の入会申込書に正確な情報をすべて記載の上、入会費・月会費・年会費をお支払いく

ださい。但し、入会資格にふさわしくないと認めた方は入会をお断りする場合があります。 

・18 歳未満の場合、親権者同意の上入会。 

・当クラブに入会した会員は入会月より自動で継続するものとします。 

第 5 条（会員資格） 

・当クラブの規約に同意した方。 

・20 歳未満の場合は、親権者が規約および規定に同意された方 

・健康な方 

・暴力団等の反社会的勢力団体に関与していない方 

・過去に会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方 

・当クラブが会員としてふさわしいと認めた方 

第 6 条（期間） 



・初年度を毎年 4 月からとし、１年度は４月１日から３月３１日までとする。 

・一般会員は年間会員とします。 

・スクール・エンジョイ・アカデミー会員は 3 ヵ月を 1 期間とし、1 ヶ月、２ヶ月での入

会、退会はできないものとします。やむを得ず、1 ヶ月で退会せざる得ない場合は当クラブ

の承認を受けて退会できるものとする。 

第 7 条（入会費・月会費・年会費） 

・初回入会時、一般会員は年会費、スクール・エンジョイ・アカデミー会員は入会費と月会

費を現金又は振込みで支払い。 

・スクール開始月の 5 日までに支払い 

・入会金・年会費はいかなる理由であっても返金しないものとする。 

第 8 条（休会・退会） 

・休会は受け付けていません。 

・退会時当クラブ所定の退会届記入。支払い済みの会費などは一切返金しない。 

・再入会する場合は、退会後 1 ヶ月経過で再度入会費と月会費支払い。 

・退会は 1 ヶ月前に申告ください。申告のない場合、継続又は次月退会になります。 

第 9 条（休業） 

・施設整備、その他やむを得ない理由により休業する場合は予め会員に通知する。気象警報

により臨時休業に関しては、会員専用連絡又はお知らせ、速報としてホームページにて告知

する。 

第 10 条（会員の義務） 

・会員は当クラブの規則に遵守し、マナーの向上をはかり、理解、協力につとめるものとす

る。 

第 11 条（会員証） 

・当クラブに会員証はございません。 

第 12 条（会員資格の一時停止・除名） 

・会員第 5 条に該当し入会資格を失った方。 

・会費その他料金の支払いを 3 ヶ月以上滞納した者。 

・施設、備品類等を故意に破損、窃盗した時。 

・当クラブの名誉及び信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。 

・規約、当クラブが定めた規則に違反したとき。 



・その他当クラブの会員に不適当と判断した場合。 

・会員が当クラブの会員等に誹謗・中傷行為を行ったとき 

・無断欠席した場合は、警告注意とし、度重なる場合には会員資格停止にする。 

第 13 条（管理責任） 

・当クラブで会員規約・規則に従わず発生した、盗難・事故や下記の事項に該当する場合に

は一切責任を負わないものとする。 

・会員同士のトラブル、駐車場での事故トラブル等 

・当クラブにおいてケガや体調不良が発生した場合、当クラブが応急処置を行える範囲で行

う。以後は当クラブが加入する傷害保険内の対応とする。 

第 14 条（料金の変更） 

・当クラブは社会情勢の変動または当クラブの都合により、入会金・月会費・年会費・その

他各種料金を変更する場合がある。 

第 15 条（改正・変更） 

・規約の改正、変更は当クラブの定めるところとし、その効力はすべての会員に及ぶものと

する 

第 16 条（個人情報保護） 

・当クラブが保有する個人情報を、F.challenge が別途定める個人情報保護方針に従って管

理する。また、当クラブ活動以外に利用する事はありません。 

※イベント、練習、大会などの写真・動画を SNS、ホームページ、広告等に使用する場合が

あります。 

※事前に許可を取らせていただきます。 

※その他イベント、大会等の使用写真、動画に写りこむ場合もあることをご了承頂きます。 

第 17 条（その他） 

・当クラブに定めのない事項、並びに業務上必要な事項は、必要に応じて当クラブが別に定

めることができるものとする。 

・当クラブは会員への料金の改正、規約の改正をすることができる。この場合、改定後、当

クラブ掲示板及びホームページにて会員に告知するものとする 

 

第 18 条（附則） 

・規約は 2024 年 4 月 1 日より施工 



 

システム・注意事項 

会員登録 

・会員登録は一般のみ。スクールとは料金条件等異なりますのでご注意ください。他クラブ

との重複はできません。 

・ジュニア会員登録はございません。 

スケジュール 

・開催日は当クラブ月間予定表をご確認下さい。 

・カレンダー、人数、大会等で日程変更の場合あり。ホームページ等でお知らせ。 

クラス変更・決定 

・クラスの変更を希望される場合はコーチと相談の上、コーチの判断で決定します。 

・カレンダー、人数、大会等で日程変更の場合あり。ホームページでお知らせ。 

出席・欠席 

・欠席の場合は 1 時間前までに早めのご連絡お願い致します 

・遅刻の場合返金等はしません。 

振替について 

・悪天候、病気、ケガの場合は、コーチの判断で振替を取ることができます。 

・その他、やむを得ない中止の場合、振替日あり。 

レッスン受講について 

・飲み物等各自準備お願い致します。レッスン中体調が悪くなった場合には、直ちに近くの

コーチまたは保護者までお申し出ください。 

お知らせ・速報 

・その都度ホームページで連絡します。お知らせ速報ページでご確認お願い致します。 

 

 

上記、記載事項を理解し、当クラブの活動方針を当クラブに一任した上で同意します。 


